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(57)【要約】
【課題】収納される青果物がお互いに当って傷つくのを
防止する冷蔵庫を提供する。
【解決手段】引出し式の野菜室２６を備えた冷蔵庫で、
野菜室２６は上方に位置する他の収納室と区画壁３８に
よって上下に区画されて配置し、野菜室２６は上部容器
３６と下部容器３７とで構成され、上部容器３６は上面
が開口し、底面部３６ａは凹凸部で構成され、野菜室ド
ア２６ａの前後開閉動作によって前後移動するのを抑制
し収納物の傷つきを防止できる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
断熱箱体の内方に形成される前面が開口する引出式の貯蔵室と、前記貯蔵室の前面開口を
開閉自在に閉塞する引出扉と、前記引出扉と前記断熱箱体とを伸縮自在に接続するととも
に前記貯蔵室の内部に備え上面を開口した容器を前後に移動可能とするレール装置とを備
えた冷蔵庫において、前記容器の底面部には凹凸部が前後方向に複数段形成されたことを
特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
前記凹凸部は前記容器の全幅方向に延在して形成されたことを特徴とする請求項１に記載
の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷蔵庫の野菜室の野菜収納ケースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の野菜収納ケースで、上段ケースが冷蔵庫に対して左右に深さが異なるも
のがある。（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図５は、特許文献１に記載された従来の冷蔵庫を示すものである。図５に示すように、
正面からみた野菜室１で、野菜収納ケース２は上段容器３と下段容器４で構成されている
。上段容器３は左右幅方向の略中央部あたりに立上り部５を形成し、立上り部５を境に深
さが異なる２つの収納部を形成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８６７７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の構成では、深さが異なった収納部を左右に形成しているので
収納する収納物の大きさによって、収納位置を使い分けることができ、上段容器３内の整
理がしやすくなっているが、引出し式ドアの開閉動作によって上段容器３は前後に移動す
るため、整理された収納物は容器内で、前後に移動しやすく、隣り合う収納物同士が当た
って傷がつきやすく、鮮度が落ちて保存期間が短くなるという虞があった。
【０００６】
　また、最近の引出しドアは、ドアを外さないで収納ケースだけを着脱可能にできる程度
に前方に引き出すことが可能となっており、これによって前後方向に移動する移動量が大
きいため、容器内で収納物が移動しやすい状態になっている。
【０００７】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、収納される青果物が上段容器内で移動し
当って傷つくのを防止する冷蔵庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の冷蔵庫は、断熱箱体の内方に形成される前面が開
口する引出式の貯蔵室と、前記貯蔵室の前面開口を開閉自在に閉塞する引出扉と、前記引
出扉と前記断熱箱体とを伸縮自在に接続するとともに前記貯蔵室の内部に備え上面を開口
した容器を前後に移動可能とするレール装置とを備えた冷蔵庫において、前記容器の底面
部には凹凸部が前後方向に形成されたものである。
【０００９】
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　これによって、引出扉の開閉動作によって容器が前後に移動しても、収納物は凹凸形状
部によって前後に移動するのを抑制でき、移動による収納物の傷みを防止して収納できる
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の冷蔵庫は、引出扉の開閉動作による容器内の収納物の前後移動を抑制でき、収
納物の傷みを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態における冷蔵庫の縦断面図
【図２】図１の要部正面図
【図３】野菜収納容器の斜視図
【図４】図３の要部斜視図
【図５】従来の野菜室の図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　第１の発明は、断熱箱体の内方に形成される前面が開口する引出式の貯蔵室と、前記貯
蔵室の前面開口を開閉自在に閉塞する引出扉と、前記引出扉と前記断熱箱体とを伸縮自在
に接続するとともに前記貯蔵室の内部に備え上面を開口した容器を前後に移動可能とする
レール装置とを備えた冷蔵庫において、前記容器の底面部には凹凸部が前後方向に複数段
形成されたことにより、収納物が容器に収納されたときに前後移動を規制し傷つきを防止
できる。
【００１３】
　第２の発明は、特に第１の発明の冷蔵庫で、前記凹凸部は前記容器の全幅方向に延在し
て形成されたことを特徴とするものであり、容器のどこに置いても移動を規制し、また長
物の青果物の傷つきを防止することができる。
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１５】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の第１の実施形態における冷蔵庫の正面図である。図２は図１の縦断面図
である。
【００１６】
　図１において、冷蔵庫本体２１は、上から順に冷蔵室２２、製氷室２３と切換室２４が
左右に配置し、冷凍室２５、野菜室２６がレイアウトされている。冷蔵室２２の冷蔵室ド
ア２２ａの中央部付近には操作部２７が配置され、照度検知手段である照度センサ（図示
しない）が設けられている。
【００１７】
　さらに、ドアのレイアウトは代表的なものであって、このレイアウトに限定されるもの
ではなく、例えば上から順に冷蔵室２２、野菜室２６、製氷室２３と切換室２４が左右に
配置し、最下部に冷凍室２５を配置していてもよい。
【００１８】
　上記のように冷蔵庫本体２１と、ヒンジ式で回転する冷蔵室ドア２２ａ、前後方向に引
出せる製氷室ドア２３ａ、引き出し式の切換室ドア２４ａ、引出し式の冷凍室ドア２５ａ
そして前後方向に内部の収納容器が一緒に引出される引出し式の野菜室ドア２６ａとで断
熱箱体２０を構成している。
【００１９】
　以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。
【００２０】
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　冷蔵庫本体２１の両側面部、背面部、周囲と断熱され、仕切り壁によって複数の貯蔵室
に断熱区画されている。最上部に冷蔵室２２、その冷蔵室２２の下部に切換室２４もしく
は製氷室２３が横並びに設けられ、その切換室２４と製氷室２３の下部に冷凍室２５、そ
して最下部に野菜室２６が配置され、各貯蔵室の前面には外気と区画するためそれぞれド
アが冷蔵庫本体の前面開口部に構成されている。
【００２１】
　冷蔵室２２は冷蔵保存のために凍らない温度を下限に通常１℃～５℃とし、最下部の野
菜室２６は冷蔵室２２と同等もしくは若干高い温度設定の２℃～７℃としている。また、
冷凍室２５は冷凍温度帯に設定されており、冷凍保存のために通常－２２℃～－１５℃で
設定されているが、冷凍保存状態の向上のために、例えば－３０℃や－２５℃の低温で設
定されることもある。
【００２２】
　切換室２４は、１℃～５℃で設定される冷蔵、２℃～７℃で設定される野菜、通常－２
２℃～－１５℃で設定される冷凍の温度帯以外に、冷蔵温度帯から冷凍温度帯の間で予め
設定された温度帯に切り換えることができる。切換室２４は製氷室２３に並設された独立
扉を備えた貯蔵室であり、引き出し式の扉を備えることが多い。
【００２３】
　なお、本実施の形態では、切換室２４を、冷蔵と冷凍の温度帯までを含めた貯蔵室とし
ているが、冷蔵は冷蔵室２２と野菜室２６、冷凍は冷凍室２５に委ねて、冷蔵と冷凍の中
間の上記温度帯のみの切り換えに特化した貯蔵室としても構わない。また、特定の温度帯
、例えば近年冷凍食品の需要が多くなってきたことに伴い、冷凍に固定された貯蔵室でも
構わない。
【００２４】
　製氷室２３は、冷蔵室内の貯水タンク（図示せず）から送られた水で室内上部に設けら
れた自動製氷機（図示せず）で氷を作り、室内下部に配置した貯氷容器（図示せず）に貯
蔵する。
【００２５】
　図において、冷蔵庫２１の冷蔵庫本体である断熱箱体は、主に鋼板を用いた外箱２８と
、ＡＢＳなどの樹脂で成型された内箱２９と、外箱２８と内箱２９との間の空間には充填
発泡された硬質ウレタンフォーム３０が構成されている。またさらに部分的により断熱性
能を高めるために真空断熱材３１が硬質ウレタンフォーム内に埋設されている。
【００２６】
　また冷蔵庫本体２１の天面部は冷蔵庫の背面方向に向かって階段状に凹みを設けた形状
であり、この階段状の凹部に機械室３５を形成して、機械室３５に、圧縮機３２、水分除
去を行うドライヤ（図示せず）等の冷凍サイクルの高圧側構成部品が収容されている。す
なわち、圧縮機３２を配設する機械室３５は、冷蔵室２２内の最上部の後方領域に食い込
んで形成されることになる。
【００２７】
　また冷凍サイクルの低圧側を構成する冷却器３３は冷凍室２５の後方に配置し、冷却フ
ァン３４によって冷却器３３で生成された冷気を強制送風して各貯蔵室を冷却している。
【００２８】
　なお、本実施の形態における、以下に述べる発明の要部に関する事項は、従来一般的で
あった断熱箱体の最下部の貯蔵室後方領域に機械室を設けて圧縮機３２を配置するタイプ
の冷蔵庫２１に適用しても構わない。
【００２９】
　図２は野菜室２６の正面図で、内部にある収納容器は上部容器３６と下部容器３７とで
構成されている。上部容器３６は上面が開口した容器で、底面部３６ａは凹凸面で構成さ
れている。冷凍室２５と野菜室２６は上下に区画する区画壁３８で区画されており、区画
壁３８と野菜室２６の間には段差部３９が形成され、上部容器３６の開口部よりも上方に
位置している。
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【００３０】
　段差部３９は野菜室２６の左右幅寸法に対して１／２以下の幅寸法で、図のように区画
壁３８に、中央よりも側壁寄りに固定されている。上部容器３６にはバナナ、オレンジ、
レモン、りんごなどの果物系、キュウリ、なすび、にんじん、葉物などの野菜を収納する
のに適しており、特にりんごやオレンジ、レモンなど若干高さのある果物を上部容器３６
内で段差部３９が上部にない空間側に収納し、またバナナ、にんじん、キュウリ、なすび
など高さの低い果物や野菜などを上部容器３６内で段差部３９が上部にある空間側に収納
して分けて配置できる。
【００３１】
　具体的に段差部３９の前端部３９ａは前方収納部３７ａの上方空間領域よりも後方に形
成され、後端部３９ｂは、野菜室ドア２６ａが閉じられた状態で、上部容器３６の背面壁
よりも後方に形成されて、段差部３９は前端部３９ａから後端部３９ｂまで連続して形成
されている。
【００３２】
　また下部容器３７は前後に前方収納部３７ａと後方収納部３７ｂとに収納空間は繋がっ
た状態で底面に低いリブ３７ｃ等を立ち上げて収納区画されており、野菜室ドア２６ａを
引出した時、上部容器３６は前方収納部３７ａの上方空間を開放し、後方収納部３７ｂの
上方空間を覆うように配置し、野菜室ドア２６ａを引出したまま上部容器３６のみを冷蔵
庫本体２１内へ押し込むことができるように野菜室２６の側壁にはレール４２が形成され
ている。
【００３３】
　また下部容器３７の開口縁部の構造は、前後位置で高さが異なり、前方収納部３７ａの
開口縁部を形成する前方開口縁部３７ｋと後方収納部３７ｂの開口縁部を形成する後方開
口縁部３７ｄとで形成され、前方開口縁部３７ｋは下部容器３７の前面壁と側面壁の一部
を構成し、前方開口縁部３７ｋより高さが低い後方開口縁部３７ｄに段差開口縁部３７ｎ
によって連続的に形成されている。
【００３４】
　また上部容器３６と下部容器３７の上下配置構成について説明すると、上部容器３６の
底面部３６ａとほぼ同じ高さで上部容器３６の両側面壁に側壁第１フランジ部３６ｂを形
成し、また側壁第１フランジ部３６ｂが上部容器３６の奥行き方向に延在して形成されて
いる。
【００３５】
　そして野菜室ドア２６ａを引出した時、側壁第１フランジ部３６ｂが下部容器３７の後
方開口縁部３７ｄに載置されることで、上部容器３６は下部容器３７に支持されている。
したがって、上部容器３６の底面部３６ａは下部容器３７の収納空間内に入り込むことが
なく、下部容器３７の収納空間にデッドスペースが形成されるのを低減できる。
【００３６】
　また野菜室２６の下部容器３７の後方で、内箱２９の背面には野菜室用の冷気吐出口４
０が形成されている。そして実施例の場合、段差部３９内にダクト構造を形成し、野菜室
２６と冷却器３３とを連通する冷気戻りダクト４１を形成している。
【００３７】
　また下部容器３７の背面壁３７ｅは上部容器３６の底面部３６ａ高さまで形成され、上
部容器３６の背面壁に対応する部分には下部容器３７の背面壁３７ｅは形成されず、空間
部３７ｆとなっている。
【００３８】
　そして冷気吐出口４０は空間部３７ｆよりも低い位置にあり、背面壁３７ｅに対応する
部分に形成されていて、背面壁３７ｅに冷気吐出口４０からでた冷気が直接当らないよう
に、冷気吐出口４０は下向きに形成されている。また背面壁３７ｅは野菜室２６の前方に
向かって傾斜構造となっている。
【００３９】
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　また図４は上部容器３６の底面部３６ａの詳細図であり、底面部３６ａは凹凸部が形成
されている。図のように、凹凸部は底面部３６ａに対して前後方向（奥行き方向）に複数
段が形成され、底面部３６ａの全面に形成されている。また凹凸部は左右全幅方向にも連
続して延在し形成されている。
【００４０】
　以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。
【００４１】
　上部容器３６は底面部３６ａが凹凸部で形成されていて、容器内部に仕切り壁となる突
起部などが構成されないので、特にバナナやキュウリなど長物の青果物は、野菜室ドア２
６ａを引き出して開閉動作したときに、収納された青果物などが凹凸部によって前後に移
動するのを抑制し、隣合う別の青果物や収納物に当たって傷がつくのを防止することがで
きる。
【００４２】
　特に上部容器３６は、バナナ、オレンジ、レモン、りんごなどの果物系、キュウリ、な
すび、にんじん、葉物などの野菜のように、背の低い青果物を収納する部分として適して
おり、野菜室ドア２６ａの前後の開閉動作に応じて転がりやすい収納物を入れるので、凹
凸部によって、ドア開閉時の移動が規制され、収納物の衝突による傷つきを防止すること
ができる。
【００４３】
　また上部容器３６と下部容器３７との間には積極的に対流する構成ではないが、ファン
３４の停止時など、上部容器３６と下部容器３７の間に冷気が対流する。この場合、上部
容器３６の底面部３６ａが凹凸部となっているので、冷気は凹凸部が抵抗となって、対流
抵抗となり、冷気の積極的な循環を抑制する。
【００４４】
　このため収納物の乾燥を抑制することができ、保鮮性を確保することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明の冷蔵庫は、上段容器を構成する部分に乗り上げて収納されるのを低減でき、乗
り上げ状態による青果物の傷みを防止することができ、食品を貯蔵する収納庫などの用途
に利用できる。
【符号の説明】
【００４６】
　２６　野菜室
　３６　上部容器
　３６ａ　底面部
　３７　下部容器
　３９　段差部
　４１　冷気戻りダクト
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